
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人いきいき埼玉 サポーター会員制度のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入会のご案内 

 

会員資格 

財団事業の趣旨にご賛同いただける企業、団体。  

ただし、下記の業種又は業者の方はご入会いただけません。  

○民事再生法、会社更生法による再生、埼玉県の指名停止措置要領に該当する行為を行った団体

又は不利益処分（違法又は不適当な行為によるものである場合に限る）を受けている団体。  

○政治活動又は宗教活動に関わる団体。  

○暴力団又はそれに類する団体  等。  

会   費 年会費：１口あたり５０，０００円  

特   典 

○埼玉県県民活動総合センター内のデジタルサイネージへの会員名記載  

○広報紙『けんかつ』への会員名掲載（発行部数  150,000 部 /年）  

○埼玉県県民活動総合センターホームページへの会員名掲載（HP リンク可）  

○当財団主催イベント等への優先的出展  

○埼玉県県民活動総合センター施設利用に係る一部助成（※）  

※施設の利用条件につきましては、埼玉県県民活動総合センター条例、管理規則等に準じます。   

なお、助成金につきましては、年会費１口当たり、１回（限度額２０，０００円）までの申請とさせていた

だきます。  

申込み方法  下記事務局までお問い合わせください。 

問い合わせ先 

 公益財団法人いきいき埼玉 経営企画担当 

  埼玉県北足立郡伊奈町内宿台六丁目２６番地 埼玉県県民活動総合センター内 

  電話：０４８－７２８－７１１７  FAX：０４８－７２８－７１３０ 

  https://www.iki-iki-saitama.jp/ 


